
み な さ ん の ご 意 見 を 市 政 に 反 映 す る  

　市では「市民が主役の自治のまち」をめざし、住民と行政の協働によるまちづくりを進めていきます。その中で、市民の

みなさんから幅広く多様な意見をいただき、市政に反映していくパブリック・コメント制度を平成17年度から導入します。 

　この制度は、政策・計画・条例などの策定課程における公正性の確保と透明性の向上を図るとともに、みなさんの市政

への参画を推進することを目的としています。 

①総合計画等市の基本的な政策を定める計画、個別行政分野において広く市

民生活に影響を与える施策の基本的事項を定める計画の策定又は変更。 

②市の基本的な制度や方針を定める条例の制定又は改廃。 

③市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例（金銭徴収に関する条項を除

く。）の制定又は改廃。 

④市民の公共の用に供する重要な施設に係る基本計画の策定又は変更。 

⑤前各号に掲げるもののほか、制定又は改廃しようとする制度等の趣旨、市民

等への影響を勘案して、パブリック・コメント手続きを実施することが適当で

あると実施機関が判断したもの。 

パブリック・コメント制度の対象には次のものがあります 

市の基本的な政策や条例等の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容を広く公表し、市民等からその政策に対する意見・情報の提出を受け、その寄
せられた意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、提出された意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行う一連の手続きをいう。 

パブリック・コメント制度 

パブリック・コメント制度の流れ 

政策等の原案の策定 

○案 
○趣旨・目的・背景 
○実施機関の考え方、論点 
○関連資料 

書面提出・郵便・電子メール・ＦＡＸ 
その他実施機関が適当と認める方法 
※住所・氏名・連絡先を明記 

原案の公表 

○提出された意見の概要 
○意見に対する実施機関の考え方 
○案を修正したときは修正内容 

結果の公表 
議会提案・議決 

政策等の実施・執行 

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
き 

政策等の意思決定 

意見受付 

○市報「うんなん」、ホームページへの掲載 
○雲南夢ネットへの掲載 
○本庁及びセンター担当課での閲覧 
○その他実施機関が必要と認める方法 

公表方法 

○意見を取り入れる場合→意見に基づき案を修正 
○意見を取り入れない場合→市の考え方、取り入れなかった理由を説明 

提出された意見を考慮 

※条例など議会にかける案件の場合 

1ヵ月以上 

パブリック・コメント制度がスタートします 
［問い合わせ先］雲南市政策企画部情報政策課　  0854ー40ー1015
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④
ふ
る
さ
と
を
愛
し
豊
か
な
心
を

育
む
教
育
と
文
化
の
ま
ち

・
学
校
教
育
に
つ
い
て

学
校
教
育
は
も
と
よ
り
、
家
庭
や

地
域
に
お
け
る
教
育
、
文
化
、
ス
ポ

ー
ツ
の
振
興
に
つ
い
て
進
む
べ
き
方

向
や
、
そ
の
実
現
に
必
要
な
施
策
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
の
「
雲
南
市
教

育
基
本
計
画
」
策
定
に
向
け
取
り
組

み
ま
す
。

併
せ
て
不
登
校
に
対
す
る
取
り
組

み
と
し
て
、
市
内
全
域
を
対
象
と
し

た
相
談
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て

検
討
し
「
不
登
校
対
策
の
実
施
計
画
」

も
策
定
し
ま
す
。

ま
た
、
小
学
校
に
お
け
る
国
際
理

解
教
育
の
一
環
と
し
て
外
国
語
教
育

を
学
校
や
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
実

施
し
、
英
会
話
等
に
触
れ
る
機
会
を

増
や
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

雲
南
市
に
お
い
て
も
、
平
成
17
年
度

は
旧
６
町
村
内
か
ら
一
校
ず
つ
モ
デ

ル
校
を
指
定
し
て
英
語
教
育
を
実
施

し
、
平
成
18
年
度
か
ら
全
小
学
校
へ

拡
大
を
図
り
ま
す
。

な
お
、
教
育
施
設
整
備
に
つ
い
て

は
、
海
潮
幼
稚
園
施
設
を
移
転
新
築

す
る
ほ
か
、
掛
合
統
合
小
学
校
建
設

事
業
に
つ
い
て
は
、
波
多
小
学
校
を

除
く
４
校
を
統
合
し
、
新
し
い
掛
合

小
学
校
を
平
成
20
年
度
開
校
の
予
定

と
し
て
い
ま
す
。

・
生
涯
学
習
に
つ
い
て

永
井
隆
平
和
賞
事
業
は
、
引
き
続

き
市
を
挙
げ
て
開
催
し
、
永
井
隆
博

士
の
「
如
己
愛
人
」
の
精
神
と
「
平

和
を
」
の
願
い
を
、
21
世
紀
を
担
う

若
い
世
代
に
伝
え
、
人
類
普
遍
の
テ

ー
マ
に
取
り
組
む
機
会
と
出
会
い
の

場
を
提
供
す
る
考
え
で
す
。

ま
た
、
次
代
の
研
究
者
を
目
指
す

若
い
世
代
を
対
象
と
し
た
「
炎ほ

む
ら

塾じ
ゅ
く

・

風
土
記
専
門
講
座
」
を
開
設
し
、
歴

史
学
を
学
ぶ
場
を
提
供
す
る
ほ
か
、

加
茂
岩
倉
遺
跡
を
周
遊
す
る
園
路
の

整
備
を
行
い
ま
す
。

・
人
権
教
育
に
つ
い
て

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
へ
の
取

り
組
み
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
情
報

収
集
、
分
析
等
を
行
い
「
人
権
施
策

推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
」
の
策
定

を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
推

進
に
つ
い
て
は
、
雲
南
市
男
女
共
同

参
画
推
進
条
例
に
基
づ
き
、
推
進
に

関
す
る
活
動
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る

よ
う
広
報
活
動
や
啓
発
活
動
を
実
施

す
る
と
と
も
に
「
雲
南
市
男
女
共
同

参
画
計
画
」
の
策
定
に
着
手
し
ま
す
。

⑤
多
様
な
地
域
資
源
を
活
か
し
た

産
業
が
発
展
す
る
ま
ち

・
産
業
振
興
に
つ
い
て

雲
南
市
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
の
設

立
に
向
け
、
こ
れ
ま
で
関
係
機
関
を

対
象
と
し
た
ニ
ー
ズ
の
把
握
・
国
内

事
例
調
査
等
の
基
礎
調
査
を
実
施
し

て
お
り
ま
す
。

平
成
17
年
度
に
お
い
て
は
、
組
織

形
態
の
検
討
、
企
業
支
援
活
動
や
販

路
開
拓
活
動
等
事
業
計
画
の
策
定
を

行
い
、
実
施
に
向
け
て
の
方
策
を
決

定
し
、
早
期
の
設
立
を
め
ざ
し
ま
す
。

商
工
業
に
つ
い
て
は
、
市
内
で
事

業
を
実
施
す
る
事
業
者
や
事
業
所
に

対
し
て
助
成
を
す
る
「
商
工
業
活
性

化
支
援
補
助
制
度
」
と
「
企
業
立
地
促

進
助
成
交
付
制
度
」
を
そ
れ
ぞ
れ
実

施
し
、
商
工
業
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
推

進
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
に
よ
り

雲
南
市
全
域
が
過
疎
法
の
指
定
地
域

と
な
っ
た
た
め
、
現
行
の
集
落
に
加

え
加
茂
町
の
集
落
が
事
業
の
該
当
地

域
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
17
年
度
か
ら
新
制
度
と
な
り

ま
す
が
、
説
明
会
等
を
通
し
て
、
対

象
全
集
落
の
取
り
組
み
を
強
く
推
進

い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
吉
田
町
上
山
地
内
に
50
頭

規
模
の
和
牛
繁
殖
基
地
を
建
設
し
、

併
せ
て
放
牧
場
も
整
備
し
ま
す
。
今

後
、
他
事
業
の
導
入
を
図
り
な
が
ら
、

規
模
拡
大
を
目
指
す
所
存
で
す
。

①
行
政
評
価
制
度
の
導
入
を
進
め
、

自
治
体
運
営
を
経
営
的
な
視
点
に

立
っ
て
効
率
的
で
効
果
的
な
自
治

体
経
営
を
め
ざ
し
ま
す
。

②
行
財
政
機
能
の
検
証
を
行
い
ま
す
。

雲
南
市
に
お
い
て
は
、
組
織
機
構

に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
制
を
導
入
し

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
は
行
政

需
要
や
課
題
に
対
し
て
関
係
す
る

部
署
が
横
断
的
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
や
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
、

課
題
解
決
ま
で
期
間
限
定
組
織
を

編
成
す
る
な
ど
柔
軟
な
組
織
編
制

を
行
う
も
の
で
す
。

こ
の
趣
旨
に
沿
い
組
織
の
点
検

を
行
い
、
ま
た
、
合
併
後
に
お
け

る
本
庁
と
総
合
セ
ン
タ
ー
と
の
役

割
や
業
務
分
担
を
検
証
し
、
必
要

に
応
じ
組
織
体
制
の
再
編
成
を
行

い
ま
す
。

③
職
員
数
の
削
減
に
向
け
、
類
似
団

体
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
事
務

事
業
の
見
直
し
と
合
わ
せ
、
定
員

管
理
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

終
わ
り
に
、
新
し
い
日
本
の
ふ
る

さ
と
づ
く
り
の
実
現
は
、
こ
こ
数
年

の
地
域
経
営
と
行
財
政
の
改
革
に
か

か
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

市
民
の
皆
様
一
人
ひ
と
り
の
力
を
結

集
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
心
か
ら

お
願
い
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
所

信
の
一
端
を
申
し
述
べ
、
平
成
17
年

の
施
政
方
針
と
し
ま
す
。

平
成
17
年
３
月
７
日

雲
南
市
長
　
速
水
　
雄
一

平成17年度　施政方針

行
財
政
改
革
に
つ
い
て


